
第
二
節
　
少
子
化
対
策
の
強
化
と
広
が
り

一　

少
子
化
の
進
行
と
少
子
化
対
策
の
強
化

少
子
社
会

の
常
態
化

平
成
七
（
一
九
九
五
）
年
か
ら
十
七
年
ま
で
の
一
一
年
間
は
、
既
に
そ
れ
ま
で
に
明
確
と
な
っ
た
少
子
化
が
更
に

進
行
し
た
。
こ
の
傾
向
は
、
県
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
平
成
十
七
年
の
合
計
特
殊
出
生
率
（
全
国
）

は
一
・
二
六
と
過
去
最
小
値
と
な
る
。
そ
の
後
、
こ
の
比
率
は
少
し
ず
つ
持
ち
直
し
て
い
き
、
現
在
ま
で
こ
の
最
小
値
を
下
回

る
こ
と
は
な
い
も
の
の
、
出
生
数
は
、
そ
の
母
数
で
あ
る
子
ど
も
を
産
む
可
能
性
の
あ
る
女
性
総
数
が
減
少
し
た
た
め
、
持
ち

直
す
こ
と
な
く
減
少
し
続
け
、
平
成
二
十
八
年
に
は
年
間
一
〇
〇
万
人
を
割
り
込
む
こ
と
に
な
る
。
一
九
九
〇
年
代
半
ば
か
ら

二
〇
〇
〇
年
代
半
ば
は
既
に
少
子
化
が
常
態
化
し
て
い
た
と
言
え
る
。

少
子
化
対
策

の
方
向
転
換

少
子
社
会
の
深
刻
化
を
抑
え
る
た
め
に
、
国
は
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
─
今
後
一
〇
年
間
に
取
り
組
む
べ
き
基
本

的
方
向
と
重
点
施
策
を
定
め
た
計
画
─
を
平
成
六
年
十
二
月
に
策
定
し
た
（
第
二
編
第
五
章
第
四
節
一
の
「
エ
ン

ゼ
ル
プ
ラ
ン
の
策
定
」
参
照
）。
し
か
し
、
図
68
及
び
図
69
に
示
し
た
よ
う
に
、
少
子
化
は
更
に
進
行
し
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た

状
況
を
受
け
、
国
は
、
も
と
も
と
一
〇
年
間
の
計
画
で
あ
っ
た
こ
の
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
を
再
考
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。

　
平
成
十
一
年
度
中
に
開
催
さ
れ
た
少
子
化
対
策
推
進
関
係
閣
僚
会
議
に
お
い
て
「
少
子
化
対
策
推
進
基
本
方
針
」
が
提
示
さ

れ
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
、「
新
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
」（
重
点
的
に
推
進
す
べ
き
少
子
化
対
策
の
具
体
的
実
施
計
画
に
つ
い
て
）
が
、
大
蔵・

文
部
・
厚
生
・
労
働
・
建
設
・
自
治
の
六
大
臣
合
意
の
下
、
十
一
年
十
二
月
に
策
定
さ
れ
た
。
こ
の
プ
ラ
ン
の
推
進
期
間
は
、
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平
成
十
二
～
十
六
年
度
の
五
年
間
で
あ
る
。

　
こ
の
「
少
子
化
対
策
推
進
基
本
方
針
」
で
は
、
晩
婚
化
や
非
（
未
）
婚
化

が
少
子
化
の
直
接
の
原
因
だ
と
し
、

そ
の
背
景
に
は
、
保
育
ニ
ー
ズ
へ

の
供
給
不
足
だ
け
で
は
な
く
、
女

性
が
子
育
て
と
仕
事
と
を
両
立
し

づ
ら
い
雇
用
環
境
や
職
場
風
土
、

さ
ら
に
は
子
育
て
を
負
担
と
感
じ

る
女
性
の
増
加
な
ど
が
あ
る
と
結

論
づ
け
ら
れ
た
。
こ
れ
に
基
づ
い

て
策
定
さ
れ
た
新
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ

ン
は
、
①
保
育
サ
ー
ビ
ス
等
子
育

て
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
、
②
仕

事
と
子
育
て
の
両
立
の
た
め
の
雇

用
環
境
の
整
備
、
③
働
き
方
に
つ

い
て
の
固
定
的
な
性
別
役
割
分
業

や
職
場
優
先
の
企
業
風
土
の
是
正
、
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④
母
子
保
健
医
療
体
制
の
整
備
、
⑤
地
域
で
子
ど
も
を
育
て
る
教
育
環
境
の
整
備
、
⑥
子
ど
も
た
ち
が
の
び
の
び
育
つ
教
育
環

境
の
実
現
、
⑦
教
育
に
伴
う
経
済
的
負
担
の
軽
減
、
⑧
住
ま
い
づ
く
り
や
ま
ち
づ
く
り
に
よ
る
子
育
て
の
支
援
、
と
い
う
八
つ

の
柱
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。

　
県
は
、
国
の
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
と
の
整
合
を
図
り
な
が
ら
、
平
成
十
年
度
か
ら
十
六
年
度
ま
で
の
七
年
間
に
わ
た
る
行
動
計

画
「
兵
庫
県
少
子
化
対
策
総
合
推
進
計
画
」（〝
す
こ
や
か
ひ
ょ
う
ご
〟
子
ど
も
未
来
プ
ラ
ン
）
を
十
年
三
月
に
策
定
し
た
。
こ
の
プ

ラ
ン
の
施
策
体
系
は
、
大
き
く
「
Ⅰ
子
育
て
が
社
会
的
な
営
み
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
」「
Ⅱ
子
ど
も
を
安
心
し
て
生
み
育

て
ら
れ
る
環
境
を
整
備
す
る
」「
Ⅲ
子
ど
も
の
こ
こ
ろ
を
育
む
教
育・活
動
を
進
め
る
」
と
い
う
三
つ
の
柱
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
ぞ
れ
に
複
数
の
施
策
群
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
表
67
に
、
こ
の
プ
ラ
ン
の
概
要
を
示
す
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
国
に
お
い
て
も
、
県
に
お
い
て
も
、
平
成
十
六
年
度
末
に
向
け
て
積
極
的
に
少
子
化
対
策
が
推
進
さ
れ
た

が
、
出
生
数
の
減
少
及
び
合
計
特
殊
出
生
率
の
低
下
に
歯
止
め
が
か
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
少
子
化
に
関
す
る
施
策
を
更

に
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
、
国
は
、
平
成
十
五
年
七
月
に
「
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
」
と
「
少
子
化
社
会
対
策
基
本

法
」
を
制
定
し
た
。

　
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
は
、
主
務
大
臣
が
策
定
す
る
「
行
動
計
画
策
定
指
針
（
平
成
十
五
年
八
月
告
示
）」
に
即
し
て
、

全
国
の
地
方
公
共
団
体
が
地
域
に
お
け
る
子
育
て
支
援
、
親
子
の
健
康
の
確
保
、
教
育
環
境
の
整
備
、
子
育
て
家
庭
に
適
し
た

居
住
環
境
の
確
保
、
仕
事
と
家
庭
の
両
立
等
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
目
標
及
び
目
標
達
成
の
た
め
に
講
ず
る
措
置
の
内
容
等
を

記
載
し
た
行
動
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
、
全
国
の
事
業
主
（
一
般
事
業
主
と
特
定
事
業
主
）
が
従
業
員
・
職
員
の
仕
事
と
家
庭
の

両
立
等
に
関
し
て
、
そ
れ
ら
の
目
標
及
び
目
標
達
成
の
た
め
に
事
業
主
が
講
じ
る
措
置
の
内
容
等
を
記
載
し
た
行
動
計
画
を
策
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定
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
少
子
化
社
会
対
策
基
本
法
は
、
出
生
数
の
減
少
や
合
計
特
殊
出
生
率
の
低
下
を
受
け
、
少
子
化
の
流
れ
を
変
え
る
た
め
に
国

民
の
意
識
を
変
え
る
目
的
で
制
定
さ
れ
、
こ
の
法
律
に
基
づ
い
て
平
成
十
六
年
六
月
に
「
少
子
化
社
会
対
策
大
綱
」
が
策
定
さ

表 67　〝すこやかひょうご〟子ども未来プランの施策体系

Ⅰ．子育てが社会的な営みであることを理解する
・少子化の現状と将来の影響を知る…少子化対策推進協議会の設置�等
・しつけや家庭のあり方を問い直す…新時代の家庭づくりの推進�等
・男性も女性も共に責任を果たす…県立女性センターの運営�等
・企業も家庭や子育てをバックアップする…ひょうご雇用均等推進事業�等
・�負担と給付のあり方を考える…少子化問題に係る社会的公平性に関する
調査・研究
Ⅱ．子どもを安心して生み育てられる環境を整備する
・�経済的な負担を軽減する…児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当
の支給�等

・親になることを自覚する…高校生・ふれあい育児体験の推進�等
・�母と子のいのちと健康を守る…1歳6か月児・3歳児健康診査事業／未熟
児訪問指導事業�等

・�子育ての悩みを相談する相手や学習機会を増やす…児童委員・主任児童
委員活動の推進�等

・�多様な保育サービスを提供する…乳児・低年齢児保育の充実／障害児保
育の実施�等

・�働きながら子育てができるようにする…育児休業・介護休業生活資金融
資�等

・�快適な住まいやまちをつくる…県営住宅における多子世帯優先入居の実
施�等
Ⅲ．子どものこころを育む教育・活動を進める
・遊び場を整備する…こどもの館の運営／児童館・児童センターの整備�等
・�地域や自然の中で新しい体験をする…自然学校の推進／社会教育施設の
無料開放�等

・�家庭に恵まれない子どもの成長を応援する…養護施設等の整備／里親制
度の推進�等

・�子どもを非行から守りこころの悩みを解決する…心の教育総合センター
の設置�等

・�被災した子どもの健やかな成長を見守る…被災児童メンタルケア充実事
業�等

・個性を大切にした学校教育を進める…心の教育推進のための教員配置�等
・�ボランティア活動を推進する…県ボランティアセンター活動事業／ボラ
ンティア教育の推進�等

・�いろいろな国の子どもたちと交流する…アジアの子ども野外ミュージア
ム創造事業�等

・地域のだれもが子育てに参加する…健康づくり声かけ運動推進事業�等
（『〝すこやかひょうご〟子ども未来プラン』より作成）
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れ
る
。
こ
の
大
綱
で
は
、
ま
ず
少
子
化
の
流
れ
を
変
え
る
た
め
の
視
点
と
し
て
、「
自
立
へ
の
希
望
と
力
」「
不
安
と
障
壁
の
除

去
」「
子
育
て
の
新
た
な
支
え
合
い
と
連
帯
─
家
族
の
き
ず
な
と
地
域
の
き
ず
な
─
」
が
置
か
れ
、
こ
う
し
た
変
化
を
も
た
ら

す
た
め
の
四
つ
の
重
点
課
題
と
し
て
、
①
若
者
の
自
立
と
た
く
ま
し
い
子
ど
も
の
育
ち
、
②
仕
事
と
家
庭
の
両
立
支
援
と
働
き

方
の
見
直
し
、
③
生
命
の
大
切
さ
、
家
庭
の
役
割
等
に
つ
い
て
の
理
解
、
④
子
育
て
の
新
た
な
支
え
合
い
と
連
帯
が
掲
げ
ら
れ
、

こ
れ
ら
の
重
点
課
題
を
実
現
す
る
た
め
の
二
八
の
行
動
が
定
め
ら
れ
た
。

　
こ
の
大
綱
に
基
づ
い
て
、「
子
ど
も
・
子
育
て
応
援
プ
ラ
ン
」（
少
子
化
社
会
対
策
大
綱
に
基
づ
く
重
点
施
策
の
具
体
的
実
施
計
画

に
つ
い
て
）
が
平
成
十
六
年
十
二
月
に
少
子
化
社
会
対
策
会
議
で
決
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
既
に
述
べ
た
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
及

び
新
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
の
後
継
計
画
で
あ
り
、
十
七
年
度
か
ら
二
十
一
年
度
ま
で
の
五
年
間
に
講
ず
る
具
体
的
な
施
策
内
容
と

目
標
を
掲
げ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
こ
の
プ
ラ
ン
は
、
少
子
化
社
会
対
策
基
本
法
の
趣
旨
や
少
子
化
社
会
対
策
大
綱
の
内

容
に
加
え
て
、
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
に
お
い
て
、
行
動
計
画
の
策
定
等
が
事
業
主
（
市
町
村
と
都
道
府
県
、
従
業
員
三

〇
一
人
以
上
の
企
業
等
）
に
対
し
て
義
務
づ
け
ら
れ
た
こ
と
と
も
関
連
づ
け
て
策
定
さ
れ
た
。

　
県
に
お
い
て
も
、「
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
」
の
制
定
と
国
の
「
子
ど
も・子
育
て
応
援
プ
ラ
ン
」
の
策
定
を
受
け
て
、

「
ひ
ょ
う
ご
子
ど
も
未
来
プ
ラ
ン
」（
兵
庫
県
次
世
代
育
成
支
援
行
動
計
画
）
が
策
定
さ
れ
る
。
本
計
画
の
策
定
は
平
成
十
八
年
三

月
で
あ
る
が
、
計
画
期
間
は
十
七
年
度
か
ら
二
十
一
年
度
ま
で
の
五
年
間
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
プ
ラ
ン
で
は
、
取
組
の
四
本

柱
と
し
て
、「
Ⅰ
未
来
の
親
づ
く
り
へ
の
支
援
」「
Ⅱ
子
ど
も
を
生
み
育
て
る
こ
と
へ
の
支
援
」「
Ⅲ
子
ど
も
の
す
こ
や
か
な
育

ち
へ
の
支
援
」「
Ⅳ
社
会
シ
ス
テ
ム
の
再
構
築
」
が
提
示
さ
れ
、
表
68
に
示
す
と
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
柱
に
複
数
の
ア
ク
シ
ョ

ン
（
計
一
〇
の
行
動
）
が
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
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表 68　ひょうご子ども未来プランの施策体系
Ⅰ．未来の親づくりへの支援
＜アクション1＞　未来の親への支援
①　家庭観・子育て観の醸成の推進…次世代の親学習支援事業�等
②　男女の新たな出会いへの支援…こうのとりの会の運営／ひょうご出会いサポート事業
③　不妊治療にかかる支援…不妊専門相談事業／特定不妊治療費助成事業
④　妊婦健康診査などにかかる支援…妊婦健康診査にかかる費用の助成�等
＜アクション2＞　若者の自立支援
①　若者の自立に向けた職業観の醸成の推進…高校生就業体験事業�等
②　就業に向けた支援…若者しごと倶楽部による就業支援�等
Ⅱ．子どもを生み育てることへの支援
＜アクション3＞　家庭の子育て力の再生
①　�親力・家庭力の向上に向けた子育て講座・相談や情報発信の充実…親講座，祖父母講座の開催／こどもの館三世
代ふれあい交流事業／父親子育てフォーラムの開催�等

②　孤立しがちな家庭の子育て負担感軽減などの支援…一時保育事業／つどいの広場事業�等
③　祖父母との三世代同居や近居への支援…住宅取得支援など三世帯同居や近居への支援の検討�
④　親と一緒に暮らすことのできない子どもへの支援…里親制度の推進事業�等
⑤　子育てにかかる経済的支援…児童手当の支給／私立高等学校生徒授業料負担軽減
＜アクション4＞　保育サービスの充実
①　待機児童対策や保育時間延長の推進…保育所の整備推進／放課後児童健全育成事業�等
②　親の就労形態にかかわらない保育・幼児教育サービスの推進…一時保育事業／特定保育事業�等
③　心身の発達に合わせた幼児教育の提供…わくわく幼稚園，わくわく保育所の開設�等
④　企業・NPOなどによる保育サービスの充実…事業所内小規模保育施設設置促進�等
＜アクション5＞　地域ぐるみの子育て支援の充実
①　地域の子育て支援の人・場所・情報などの連携の支援…子育て応援ネットの充実�等
②　高齢者による子育て支援のしくみづくり…ファミリーサポートセンターの設置推進�等
③　広域かつ専門的な機能を有した拠点施設の整備・運営…こどもの館による先導的な子育て支援�等
＜アクション6＞　子育てと仕事の両立支援
①　子育てと仕事の両立に向けた職場環境づくり…子育て応援企業との協定締結制度の推進�等
②　子育てをしながら働き続けやすい環境づくり…企業における両立推進後援事業�等
③　女性の再就業に向けた取り組みの推進…ひょうご女性再チャレンジ支援システム�等
Ⅲ．子どものすこやかな育ちへの支援
＜アクション7＞　子どもを守る基盤づくりの推進
①　小児救急医療や健康づくりなどの保健医療体制の充実…「まちの保健室」事業の推進�等
②　児童虐待やDVなど家庭内暴力への対応…児童虐待24時間ホットライン設置運営事業�等
③　発達障害の早期発見・早期支援のための体制整備…発達障害者支援体制の整備�等
④　子どもの悩みへの支援…ひょうごっ子悩み相談センターの運営／神出学園の運営�等
⑤　犯罪などからの子どもの安全確保の推進…青少年を守り育てる県民スクラム運動�等
＜アクション8＞　豊かな人間性を育む環境の充実
①　様々な体験学習を通じた豊かな心の育成…地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」の推進�等
②　食育を通じたこころと身体の育成…「食育推進計画」の策定�等
③　道徳観・公共心などの育成…道徳教育実践推進アクションプランの実施�等
④　基礎・基本の定着と「個」に応じた教育の推進…「いきいき学校」応援事業の実施�等
⑤　仲間との交流などを通じた成長の推進…子どもの冒険ひろば事業の推進�等
＜アクション9＞　すこやかに育つためのまちづくりの推進
①　子どもがいきいきと楽しく暮らせるまちづくりの推進…子育てを支援する県立都市公園づくり�等
②　子育てにやさしいユニバーサル社会の推進…公共交通機関におけるバリアフリー化の推進�等
③　子育て世帯向けの優良住宅の確保…新婚世帯・子育て世帯の公営住宅への優先入居�等
Ⅳ．社会システムの再構築
＜アクション10＞　社会システムの再構築による子育て支援の強化
①　子育てにかかわる経済的支援のしくみの拡充（事業なし／社会システム全体の見地から財源配分等を見直す等）
②　協働による取り組みの推進…NPOと行政の協働会議での子育て支援の検討�等
③　社会の変化に伴う既存制度などの見直し（事業なし／新たな発想・枠組みから制度やシステムを見直す等）

（『ひょうご子ども未来プラン』より作成）
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二　

保
育
ニ
ー
ズ
の
高
ま
り
と
待
機
児
童
対
策

女
性
の
社
会
進
出
と

保
育
利
用
の
高
ま
り

女
性
の
社
会
進
出
の
様
相
を
示
す
専
業
主
婦
世
帯
数
と
共
働
き
世
帯
数
の
推
移
を
み
る
と
、
平
成
九
年

に
共
働
き
世
帯
数
が
専
業
主
婦
世
帯
数
を
上
回
っ
て
以
降
、
少
し
ず
つ
そ
の
差
は
開
い
て
い
く
。

　
ま
た
、
国
税
庁
に
よ
る
「
民
間
給
与
実
態
統
計
調
査
」
結
果
の
う
ち
、
給
与
所
得

者
の
人
数
及
び
平
均
給
与
（
賞
与
も
含
む
・
年
収
）
の
推
移
（
平
成
七
年
～
十
七
年
）
を

み
る
と
、
女
性
勤
労
者
の
年
収
に
は
あ
ま
り
変
化
が
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
男
性
勤

労
者
の
年
収
（
及
び
全
体
の
年
収
）
は
、
平
成
九
年
を
ピ
ー
ク
に
約
一
〇
年
間
で
約
三

八
万
円
（
約
三
〇
万
円
）
減
少
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
一
〇
年
間
で
男
性
勤
労

者
数
は
約
六
三
万
人
減
少
し
て
い
る
の
に
対
し
、
女
性
勤
労
者
は
約
七
〇
万
人
増
加

し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
男
性
の
給
与
所
得
が
減
っ
た
分
、
共
働
き
で
な
い
と
生
活
が

厳
し
い
家
庭
、
す
な
わ
ち
専
業
主
婦
（
片
働
き
）
と
い
う
選
択
肢
を
取
り
に
く
い
家

庭
が
増
え
、
そ
れ
が
結
果
的
に
女
性
の
社
会
進
出
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

　
こ
う
し
た
共
働
き
世
帯
数
の
増
加
と
と
も
に
、
我
が
子
の
保
育
を
必
要
と
す
る
家

庭
の
保
育
ニ
ー
ズ
は
確
実
に
高
ま
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
本
節
で
既
に
述
べ
た
エ

ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
及
び
新
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
が
展
開
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
保
育
所
へ
の

入
所
児
童
数
が
増
え
始
め
て
い
る
（
図
71
、
図
72
と
も
に
、
そ
れ
以
前
の
状
況
と
比
較
で
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き
る
よ
う
、
平
成
元
年
か
ら
十
七
年
ま
で
の
デ
ー
タ

も
併
せ
て
載
せ
て
お
く
）。

　
平
成
十
七
年
度
時
点
で
の
全
国
の
保
育
所
数

は
、
元
年
の
保
育
所
数
に
近
い
値
ま
で
伸
び
て

い
っ
た
。
県
に
お
い
て
は
、
い
っ
た
ん
減
少
し

た
保
育
所
数
が
平
成
十
四
年
に
は
元
年
の
保
育

所
数
を
超
え
、
そ
の
後
大
き
く
増
加
し
て
い
る
。

ま
た
、
平
成
十
三
年
以
降
は
、
全
国
に
お
い
て

も
県
に
お
い
て
も
、
入
所
定
員
数
よ
り
も
入
所

児
童
数
が
上
回
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
平
成
十

年
度
か
ら
待
機
児
童
解
消
等
の
た
め
保
育
所
定

員
の
弾
力
化
の
範
囲
が
拡
げ
ら
れ
た
こ
と
に
よ

る
も
の
で
あ
る
。

保
育
所
待
機
児
童
の

増
加
と
そ
の
対
策

こ
の
時
期
に
お
け
る
保
育
所
の
待
機
児
童
数
の
推
移
を
み
る
と
、
全
国
に
お
い
て
も
県
に
お
い
て
も
、

年
度
ご
と
に
若
干
の
増
減
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
平
成
十
四
年
度
ま
で
は
全
体
と
し
て
は
徐
々
に
増
加

傾
向
に
あ
る
が
、
全
国
で
は
十
五
年
度
以
降
、
県
で
は
十
六
年
度
以
降
、
待
機
児
童
数
は
減
少
に
転
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
二

〇
〇
〇
年
代
に
入
る
ま
で
、
待
機
児
童
の
定
義
が
「
入
所
・
利
用
資
格
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
保
育
所
が
不
足
し
て
い
る
、
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あ
る
い
は
、
定
員
が
充
足
し
て
い
る
た
め
に
入
所
を
待
っ
て
い
る
児
童
」
と
さ
れ
て
い

た
も
の
が
、
平
成
十
五
年
度
か
ら
は
「
他
に
入
所
可
能
な
保
育
所
が
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
第
一
希
望
の
保
育
所
に
入
所
す
る
た
め
に
待
機
し
て
い
る
児
童
、
地
方
単
独
保

育
事
業
を
利
用
し
な
が
ら
待
機
し
て
い
る
児
童
に
つ
い
て
は
、
待
機
児
童
と
は
カ
ウ
ン

ト
し
な
い
」
と
変
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
数
値
の
減
少
傾
向
か

ら
、
保
育
所
入
所
へ
の
ニ
ー
ズ
が
減
少
し
た
と
は
判
断
で
き
な
い
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
平
成
七
年
度
か
ら
の
一
〇
年
間
は
、
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
に
お
け

る
「
緊
急
保
育
対
策
等
五
か
年
事
業
」
や
新
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
に
お
け
る
「
保
育
サ
ー

ビ
ス
等
子
育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
」（
特
に
、
低
年
齢
児
受
入
枠
の
拡
大
）
が
推
進
さ

れ
た
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
対
策
に
よ
っ
て
待
機
児
童
数
が
減
少
し
た
と
は
い
え
な
い
。

　
平
成
十
三
年
に
、
小こ

泉い
ず
み

純じ
ゅ
ん

一い
ち

郎ろ
う

内
閣
は
「
待
機
児
童
ゼ
ロ
作
戦
」（
保
育
所
、
自
治

体
単
独
施
策
、
幼
稚
園
預
か
り
保
育
等
に
よ
っ
て
受
入
児
童
を
一
五
万
人
増
や
す
）
を
掲
げ
、
次
年
度
か
ら
実
施
し
た
も
の
の
、
こ
れ

に
よ
っ
て
待
機
児
童
数
が
明
確
な
解
消
に
向
か
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、「
小
さ
な
政
府
」
を
目
指
す
小
泉
内
閣
の
三
位

一
体
改
革
に
よ
っ
て
、
公
立
保
育
所
運
営
費
の
国
庫
補
助
が
平
成
十
六
年
度
か
ら
一
般
財
源
化
さ
れ
る
と
、
公
立
保
育
所
の
廃

止
や
公
立
保
育
所
の
民
営
化
と
い
う
流
れ
が
生
ま
れ
て
き
た
。

　
図
74
か
ら
、
全
国
及
び
県
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
公
営
の
保
育
所
が
徐
々
に
減
少
す
る
一
方
で
、
民
営
の
保
育
所
が
徐
々
に

増
加
し
て
い
く
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
た
だ
し
、
全
国
に
お
い
て
は
、
平
成
十
七
年
に
な
っ
て
も
両
者
の
数
が
逆
転
し
て
い
な
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い
の
に
対
し
、
県
に
お
い
て
は
十
五
年
の
時
点

で
、
早
く
も
民
営
の
数
が
公
営
の
数
を
上
回
る
。

こ
の
背
景
に
は
、
平
成
十
年
度
に
県
が
単
独
で

創
設
し
た
「
乳
児
保
育
促
進
整
備
補
助
制
度
」

の
影
響
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
図
75

か
ら
、
神
戸
市
で
は
、
都
市
部
に
お
い
て
深
刻

で
あ
っ
た
待
機
児
童
問
題
に
対
処
す
る
た
め
、

公
立
園
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
な
く
私
立
園
を
大

き
く
増
や
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ

の
後
も
、
こ
の
待
機
児
童
問
題
に
対
応
す
る
た

め
に
、
県
は
、
平
成
十
七
年
度
に
保
育
所
へ
の

支
援
策
と
し
て
、
民
間
保
育
所
へ
の
助
成
制
度
（
県
単
独
）
創
設
、
保
育
所
の
分
園
設
置
の
促
進
、
事
業
所
内
保
育
施
設
の
整

備
に
対
す
る
支
援
、
保
育
士
・
幼
稚
園
教
諭
双
方
の
資
格
・
免
許
取
得
を
促
す
講
演
会
等
を
相
次
い
で
実
施
す
る
。

放
課
後
の
子
ど
も
の
居
場
所
─

学
童
保
育
と
プ
レ
ー
パ
ー
ク

平
成
十
年
度
か
ら
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
と
し
て
発
足
し
た
「
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
」

（
学
童
保
育
、
放
課
後
学
童
ク
ラ
ブ
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
）
は
、
お
お
む
ね
十
歳
未
満
の
留
守
家

庭
の
小
学
生
に
、
放
課
後
な
ど
に
適
切
な
遊
び
な
ど
安
全
な
生
活
の
場
を
提
供
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
そ
の
健
全
な
育
成
を
図

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
取
組
で
あ
っ
た
。
発
足
当
初
は
、
全
国
で
一
万
カ
所
弱
、
登
録
児
童
数
約
三
五
万
人
で
あ
っ
た
が
、
毎
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年
少
し
ず
つ
開
設
箇
所
数
・
登
録
児
童
数
が
増
加
し
て
い
き
、
平
成
十
七
年
度
に

は
約
一
万
五
〇
〇
〇
カ
所
・
六
五
万
人
超
に
ま
で
増
加
し
た
。
県
に
お
い
て
も
、

登
録
児
童
数
は
把
握
で
き
な
い
も
の
の
、
実
施
箇
所
数
は
大
き
く
増
え
て
い
き
、

そ
の
増
加
率
（
約
二
・
三
倍
）
が
全
国
の
増
加
率
（
約
一
・
六
倍
）
よ
り
も
高
く
な
っ

て
い
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
県
が
平
成
十
年
度
よ
り
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
へ
の

運
営
助
成
を
開
始
し
た
こ
と
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
放
課
後
の
子
ど
も
の
居
場
所
と
し
て
は
、
子
ど
も
た
ち
の
遊
び
を
支
援
す
る
取

組
と
し
て
、
プ
レ
ー
パ
ー
ク
（
冒
険
遊
び
場
）
も
挙
げ
ら
れ
る
。
我
が
国
初
の
冒

険
遊
び
場
と
し
て
は
、
東
京
都
世
田
谷
区
で
昭
和
五
十
四
（
一
九
七
九
）
年
に
開

園
し
た
羽
根
木
プ
レ
ー
パ
ー
ク
が
あ
る
が
、
県
で
は
、「
自
分
の
責
任
で
自
由
に

遊
ぶ
」
こ
と
を
基
本
に
、
何
で
も
自
由
な
遊
び
が
で
き
る
場
で
あ
る
「
子
ど
も
の

冒
険
ひ
ろ
ば
」
事
業
が
、
地
域
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
や
青
少
年
団
体
・
グ
ル
ー
プ
と
の
協
働
に
よ
り
、
平
成
十
五
年
度
か
ら
始
ま
っ

て
い
る
。
こ
の
ひ
ろ
ば
は
、
幼
児
や
小
学
生
を
中
心
と
し
た
子
ど
も
た
ち
が
、
公
園
や
空
き
地
な
ど
で
禁
止
事
項
を
で
き
る
だ

け
な
く
し
て
遊
べ
る
居
場
所
で
あ
り
、
平
成
十
五
年
度
か
ら
十
七
年
度
ま
で
の
箇
所
数
は
、
六
四
、
一
四
一
、
二
一
一
と
大
き

く
増
加
し
て
い
っ
た
。
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以
降
は
、
支
給
期
間
が
小
学
校
第
六
学
年
の

修
了
前
ま
で
に
拡
大
さ
れ
る
。
支
給
対
象
の

拡
大
に
伴
っ
て
、
図
77
及
び
図
78
に
示
す
よ

う
に
、
国
・
県
と
も
に
被
用
者
・
非
被
用
者

の
受
給
者
数
と
そ
の
受
給
額
が
平
成
十
一
年

か
ら
十
二
年
に
か
け
て
、
さ
ら
に
平
成
十
五

年
か
ら
十
六
年
に
か
け
て
、
大
き
く
増
加
し

て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

育
児
不
安

の
深
刻
化

大
阪
府
内
の
あ
る
市
で
昭
和

五
十
五
年
に
生
ま
れ
た
全
て

の
子
ど
も
と
そ
の
親
（
約
二
〇
〇
〇
組
）
を

三　

子
ど
も
家
庭
福
祉
施
策
と
し
て
の
地
域
子
育
て
支
援

児
童
手
当
─
支

給
期
間
の
拡
大

平
成
三
年
の
児
童
手
当
制
度
改
正
（
四
年
度
よ
り
実
施
）
で
は
、
第
一
子
・
第
二
子
の
支
給
額
が
月
五
〇
〇
〇

円
、
第
三
子
以
降
の
支
給
額
が
月
一
万
円
と
な
り
、
支
給
対
象
が
第
一
子
ま
で
拡
大
さ
れ
た
も
の
の
、
支
給

期
間
が
三
歳
未
満
と
さ
れ
、
そ
れ
以
前
の
期
間
か
ら
短
縮
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
内
容
が
約
一
〇
年
続
い
た
後
、
平
成
一
二
年
度

か
ら
は
、
金
額
は
そ
の
ま
ま
で
、
支
給
期
間
が
小
学
校
入
学
前
ま
で
に
就
学
前
特
例
給
付
と
し
て
延
長
さ
れ
る
。
平
成
十
六
年

度
か
ら
は
、
こ
の
支
給
期
間
が
小
学
校
第
三
学
年
の
修
了
前
ま
で
に
大
き
く
拡
大
さ
れ
、
さ
ら
に
、
こ
の
二
年
後
の
十
八
年
度
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対
象
と
し
た
大
規
模
な
縦
断
的
調
査
研
究
「
大
阪
レ
ポ
ー
ト
」
の
公
表
か
ら
約
二
〇
年
後
、
平
成
十
五
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、

県
内
の
あ
る
市
に
お
け
る
四
カ
月
児
健
診
、
一
〇
カ
月
児
健
診
、
一
歳
六
カ
月
児
健
診
、
三
歳
児
健
診
の
場
で
大
規
模
な
横
断

的
調
査
「
兵
庫
レ
ポ
ー
ト
」
が
実
施
さ
れ
た
（「
大
阪
レ
ポ
ー
ト
」
に
つ
い
て
は
第
二
編
第
五
章
第
四
節
一
の
「
育
児
の
孤
立
や
育
児
不

安
へ
の
対
応
」
参
照
）。
こ
の
調
査
で
収
集
さ
れ
た
デ
ー
タ
（
約
八
〇
〇
〇
組
分
）
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
保
護
者
で
あ
る

母
親
の
育
児
不
安
に
焦
点
を
当
て
て
両
レ
ポ
ー
ト
の
結
果
を
比
較
す
る
と
、
子
ど
も
の
年
齢
（
月
齢
）
に
よ
っ
て
若
干
の
幅
が

あ
る
も
の
の
、「
育
児
の
こ
と
で
心
配
な
こ
と
が
あ
っ
た
」と
す
る
比
率
は
、約
六
〇
～
六
五
％
（
大
阪
レ
ポ
ー
ト
）
か
ら
約
七
二
％

（
兵
庫
レ
ポ
ー
ト
）
に
増
加
し
て
い
た
。
こ
の
う
ち
、「
心
配
な
こ
と
が
〝
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
〟
あ
っ
た
」
と
す
る
比
率
は
、
約
六

～
一
〇
％
か
ら
約
一
三
～
一
四
％
と
増
加
（
四
カ
月
児
を
育
て
て
い
る
母
親
を
除
け
ば
、
約
二
倍
に
増
加
）
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
に
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
二
〇
年
間
で
育
児
不
安
は
深
刻
化
し
て
い
っ
た
と
言
え
る
。

　
「
育
児
不
安
」
に
よ
っ
て
生
じ
る
ス
ト
レ
ス
状
態
か
ら
母
親
た
ち
を
解
放
す
る
必
要
性
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
強
く
認
識
さ
れ

た
た
め
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
育
児
の
仲
間
づ
く
り
、
子
ど
も
の
遊
び
場
、
情
報
提
供
、
育
児
相
談
な
ど
の
機
会
を
幼
い
子
ど

も
を
育
て
る
保
護
者
に
提
供
す
る
こ
と
を
中
心
と
し
た
地
域
子
育
て
支
援
の
取
組
が
、
以
前
に
も
増
し
て
充
実
し
て
い
っ
た
。

地
域
に
お
け
る
子

育
て
支
援
の
充
実

平
成
四
年
、「
常
設
（
い
つ
で
も
開
い
て
い
て
、
行
き
た
い
と
思
っ
た
時
に
利
用
で
き
る
）」
を
旨
と
し
「
自
由
に
、

何
を
、
い
つ
ま
で
し
て
も
よ
い
」
を
理
念
と
し
た
「
子
育
て
広
場
武
蔵
野
市
立
０
１
２
３
吉
祥
寺
」
が
開

設
さ
れ
る
。
こ
れ
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
子
育
て
の
当
事
者
や
当
事
者
に
近
い
立
場
の
人
々
が
中
心
と
な
っ
て
、
こ
う
し
た
子
育

て
ひ
ろ
ば
が
全
国
に
開
設
さ
れ
て
い
く
。
こ
れ
は
、
主
た
る
利
用
者
を
就
園
・
就
所
（
三
歳
頃
）
ま
で
の
乳
幼
児
と
そ
の
保
護

者
と
想
定
し
、
各
家
庭
が
そ
の
ペ
ー
ス
や
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
て
主
体
的
に
活
用
で
き
る
「
場
の
提
供
」
を
目
指
し
て
お
り
、
利
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用
者
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト（
人
が
持
つ
潜
在
能
力
を
最
大
限
に
引
き
出
す
こ
と
）や
レ
ジ
リ
エ
ン
ス（
自
分
に
不
利
な
状
況
や
ス
ト
レ
ッ

サ
ー
を
跳
ね
返
す
力
）
を
目
指
す
と
い
う
カ
ナ
ダ
等
に
お
け
る
ド
ロ
ッ
プ
イ
ン
セ
ン
タ
ー
や
フ
ァ
ミ
リ
ー
リ
ソ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
と

い
っ
た
取
組
と
一
脈
通
じ
る
点
が
特
徴
で
あ
る
。

　
ま
た
、
平
成
七
年
度
か
ら
、
そ
れ
ま
で
の
「
保
育
所
地
域
子
育
て
モ
デ
ル
事
業
」（
五
年
創
設
）
の
後
継
事
業
で
あ
る
「
地
域

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
」
が
市
町
村
を
事
業
主
体
と
し
て
始
ま
る
。
子
育
て
家
庭
に
対
す
る
支
援
活
動
の
企
画
、
調
整
、

実
施
を
担
当
す
る
職
員
が
主
に
保
育
所
に
配
置
さ
れ
、
育
児
不
安
等
に
つ
い
て
の
相
談
指
導
、
子
育
て
サ
ー
ク
ル
等
の
育
成
・

支
援
、
特
別
保
育
事
業
等
の
積
極
的
実
施
・
普
及
促
進
の
努
力
、
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
な
ど
地
域
の
保
育
資
源
の
情
報
提
供
等
、

家
庭
的
保
育
を
行
う
者
へ
の
支
援
な
ど
の
事
業
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
職
員
で
あ
る
保
育
士
が
地
域
に
出

向
い
て
支
援
を
展
開
す
る
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
型
の
取
組
で
あ
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。

　
県
に
お
い
て
も
、「
県
民
の
子
育
て
支
援
ニ
ー
ズ
に
関
す
る
調
査
」（
平
成
八
年
度
実
施
）
に
お
い
て
、
回
答
者
の
八
〇
％
以

上
が
、
地
域
で
育
児
を
助
け
合
え
る
よ
う
な
環
境
の
整
備
や
子
育
て
に
つ
い
て
の
相
談
や
学
習
が
で
き
る
場
所
の
整
備
を
「
出

産
や
育
児
を
し
や
す
く
す
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
」
と
し
て
選
択
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
動
向
の
下
、
県
で
は
、「〝
す
こ
や
か

ひ
ょ
う
ご
〟
子
ど
も
未
来
プ
ラ
ン
」
の
Ⅱ
（
子
育
て
の
悩
み
を
相
談
す
る
相
手
や
学
習
機
会
を
増
や
す
）
に
お
い
て
従
来
か
ら
な
さ

れ
て
い
た
一
五
事
業
に
加
え
て
、
平
成
十
年
か
ら
の
新
規
事
業
と
し
て
子
育
て
経
験
の
豊
富
な
女
性
を
子
育
て
協
力
委
員
（
す

く
す
く
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
）
と
し
て
委
嘱
し
、
保
育
所
等
に
お
い
て
母
親
の
抱
え
る
様
々
な
問
題
に
つ
い
て
相
談
で
き
る
よ
う
な
体

制
を
事
業
化
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
保
育
所
等
の
身
近
な
場
所
で
当
事
者
に
近
い
立
場
の
支
援
者
が
子
育
て
家
庭
に
寄
り
添

う
と
い
う
視
点
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
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ま
た
、
同
プ
ラ
ン
の
策
定
当
初
に
は
事
業
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
「
ま
ち
の
子
育
て
ひ
ろ
ば
」
が
、
平
成
十
四
年
度
よ
り
開

設
さ
れ
始
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
保
育
所
、
幼
稚
園
、
児
童
館
な
ど
の
施
設
や
自
治
会
、
子
育
て
サ
ー
ク
ル
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

グ
ル
ー
プ
な
ど
が
、
子
育
て
中
の
親
子
が
気
軽
に
集
い
、
仲
間
づ
く
り
を
通
し
て
子
育
て
に
関
す
る
相
談
や
情
報
交
換
等
が
で

き
る
ひ
ろ
ば
を
開
い
て
登
録
を
す
れ
ば
、「
動
く
・
こ
ど
も
の
館
号
」
の
派
遣
、「
ひ
ろ
ば
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
」
の
派
遣
、「
ま
ち

の
子
育
て
ひ
ろ
ば
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
」
に
よ
る
支
援
と
い
っ
た
サ
ー
ビ
ス
が
県
か
ら
提
供
さ
れ
る
と
い
う
仕
組
み
で
あ
っ
た
。

平
成
十
四
年
度
か
ら
十
七
年
度
ま
で
の
「
ま
ち
の
子
育
て
ひ
ろ
ば
」
箇
所
数
は
、
九
五
七
、
一
三
六
〇
、
一
五
八
三
、
一
六
一

一
と
着
実
に
増
加
し
た
。

　
さ
ら
に
、平
成
十
六
年
度
の
半
ば
か
ら
は
、地
域
団
体
等
の
連
携
組
織
（
市
町
単
位
）
を
推
進
母
体
と
し
、地
域
（
各
小
学
校
区
）

選
出
の
推
進
員
を
中
心
に
地
域
の
子
育
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
て
、
子
育
て
家
庭
を
応
援
し
、
子
育
て
家
庭
の
Ｓ
Ｏ
Ｓ
を

キ
ャ
ッ
チ
し
て
適
切
な
支
援
に
つ
な
ぐ
取
組
「
地
域
子
育
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
」
が
開
始
さ
れ
る
。
事
業
の
発
足
当
時
（
平

成
十
六
年
九
月
末
）、
一
二
市
町
に
推
進
母
体
が
立
ち
上
が
り
、
五
九
校
区
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
構
築
さ
れ
始
め
た
。

四　

発
達
障
害
へ
の
着
目
と
法
整
備
及
び
家
庭
支
援

　
平
成
十
六
年
十
二
月
に
成
立
（
翌
年
四
月
よ
り
施
行
）
し
た
「
発
達
障
害
者
支
援
法
」
は
、我
が
国
で
初
め
て
発
達
障
害
者
（
児
）

を
法
的
に
定
義
し
た
も
の
で
あ
り
、
全
て
の
発
達
障
害
児
・
者
が
社
会
参
加
す
る
機
会
を
確
保
す
る
こ
と
、
ど
こ
で
誰
と
生
活

す
る
の
か
を
選
択
す
る
機
会
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
、
地
域
社
会
に
お
い
て
他
の
人
々
と
共
生
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な

く
諸
支
援
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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こ
れ
に
先
立
つ
平
成
十
四
年
、
文
部
科
学
省
は
、
全
国
の
小
・
中
学
校
を
対
象
（
対
象
校
は
三
七
〇
）
と
し
て
「
通
常
の
学
級

に
在
籍
す
る
特
別
な
教
育
的
支
援
を
必
要
と
す
る
児
童
生
徒
に
関
す
る
全
国
実
態
調
査
」
を
実
施
し
て
い
る
。
こ
の
調
査
か
ら
、

知
的
発
達
に
遅
れ
は
な
い
も
の
の
学
習
面
や
行
動
面
で
著
し
い
困
難
を
持
っ
て
い
る
と
担
任
教
師
が
回
答
し
た
児
童
生
徒
の
割

合
は
全
体
の
六
・
三
％
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
義
務
教
育
段
階
に
お
い
て
発
達
障
害
の
可
能
性
の

あ
る
子
ど
も
は
、
四
〇
人
学
級
で
考
え
れ
ば
、
一
ク
ラ
ス
に
二
～
三
人
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
ま
た
、
一
般
の
小・中
学
校
に
設
置
さ
れ
て
い
る
特
別
支
援
学
級
に
在
籍
す
る
児
童
生
徒
数
を
見
る
と
（
図
79
、
80
、
81
、
82
）、

平
成
七
年
度
の
合
計
人
数
を
基
準
と

し
た
場
合
、
十
七
年
度
に
は
、
全
国

で
は
小
学
校
で
一
・
五
三
倍
、
中
学

校
で
一
・
三
一
倍
、
県
で
は
小
学
校

で
一
・
六
六
倍
、
中
学
校
で
一
・
三

一
倍
と
増
加
し
て
い
る
。
障
害
の
種

類
別
で
見
る
と
、
こ
の
一
一
年
間
に

小
学
校
・
中
学
校
及
び
全
国
・
県
に

共
通
し
て
明
確
に
増
加
し
て
い
る
の

は
「
情
緒
障
害
」
の
特
別
支
援
学
級

に
在
籍
す
る
児
童
生
徒
数
で
あ
り
、
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支
援
事
業
や
十
五
年
度
か
ら
始
ま
っ
た
支
援
費
制
度
（
措
置
制
度
か
ら
利
用
制
度
へ
の
変
更
）
に
伴
う
相
談
支
援
事
業
の
充
実
が

図
ら
れ
た
。
児
童
相
談
所
以
外
に
も
相
談
の
場
が
増
え
た
こ
と
に
よ
り
、
児
童
相
談
所
に
お
け
る
受
付
件
数
が
減
少
し
た
障
害

種
も
あ
る
も
の
の
、
発
達
障
害
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
「
自
閉
症
等
」
に
関
す
る
受
付
件
数
は
、
こ
の
一
一
年
間
で
全
国
で
は
二

倍
以
上
、
兵
庫
県
で
は
一
〇
倍
以
上
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
発
達
障
害
を
疑
わ
れ
る
い
わ
ゆ
る
気
に
な
る
子
ど
も
や
発
達
障
害
と
の
診
断
を
受
け
た
子
ど
も
は
、
こ
の
時

期
に
増
加
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
う
し
た
子
ど
も
の
早
期
の
発
見
や
早
期
か
ら
の
療
育
等
の
支
援
の
充
実
が
求
め
ら
れ

全
国
で
は
小
学
校
・
中
学
校
と
も
に

約
二
・
六
倍
に
、
県
で
は
小
学
校
が

約
一
・
九
倍
、
中
学
校
が
約
二
・
二

倍
に
増
え
て
い
る
。
こ
の
学
級
に
は
、

発
達
障
害
（
主
に
自
閉
症
の
子
ど
も
）

も
在
籍
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
時
期
に
児
童
相
談

所
が
受
け
付
け
た
相
談
の
う
ち
、
心

身
障
害
相
談
に
焦
点
を
当
て
る
と
、

平
成
十
二
年
に
法
制
化
さ
れ
た
身
体

障
害
・
知
的
障
害
・
障
害
児
の
相
談
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る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
こ
う
し
た
背
景
も
あ
り
、
学
校
教
育
の
分
野
で
は
、
平
成
十
七
年
十
二
月
に
中
央
教
育
審
議
会
が
「
特
別
支
援
教
育
を
推
進

す
る
た
め
の
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
の
答
申
を
提
出
し
、
十
八
年
六
月
に
は
「
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
」
が
可
決
・
成
立
、
十
九
年
度
よ
り
、
そ
れ
ま
で
特
殊
教
育
が
対
象
と
し
て
き
た
障
害
だ
け
で
な
く
、
知
的
な
遅
れ
の
な
い

発
達
障
害
も
含
め
て
、
特
別
な
支
援
を
必
要
と
す
る
幼
児
・
児
童
生
徒
が
通
う
全
て
の
学
校
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
「
特
別
支

援
教
育
」
制
度
の
運
用
が
新
た
に
開
始
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
発
達
障
害
児
の
増
加
を
受
け
て
、
平
成
十
四
年
に
、
全
国
の
都
道
府
県
・
指
定
都
市
に
「
自
閉
症
・
発
達
障
害
者
支
援
セ
ン

タ
ー
事
業
」
が
創
設
さ
れ
た
が
、
発
達
障
害
者
支
援
法
の
成
立
に
よ
り
、「
発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
」
と
名
称
が
変
更
さ

れ
る
。
こ
の
セ
ン
タ
ー
は
、
発
達
障
害
に
関
す
る
様
々
な
問
題
に
つ
い
て
発
達
障
害
児
・
者
及
び
そ
の
家
族
か
ら
の
相
談
に
応

じ
て
指
導
・
助
言
す
る
と
と
も
に
、
発
達
障
害
児
・
者
及
び
そ
の
家
族
の
福
祉
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
地
域
（
広
域
）

の
拠
点
で
あ
る
。
県
内
に
は
「
ひ
ょ
う
ご
発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
ク
ロ
ー
バ
ー
」
と
「
神
戸
市
保
健
福
祉
局
発
達
障
害
者

支
援
セ
ン
タ
ー
」
が
設
置
さ
れ
た
（
第
六
章
第
一
節
三
の
「
発
達
障
害
者
支
援
の
取
組
」
参
照
）。

　
ま
た
、
既
に
述
べ
た
「
ひ
ょ
う
ご
子
ど
も
未
来
プ
ラ
ン
」（
平
成
十
七
年
度
～
二
十
一
年
度
）
で
は
、「
子
ど
も
を
守
る
基
盤
づ

く
り
の
推
進
（
ア
ク
シ
ョ
ン
七
）」
内
に
「
発
達
障
害
の
早
期
発
見
・
早
期
支
援
の
た
め
の
体
制
の
整
備
」
が
位
置
づ
け
ら
れ
て

お
り
、
具
体
的
に
は
、「
発
達
障
害
児
の
支
援
体
制
の
整
備
」
と
し
て
、
健
康
福
祉
事
務
所
に
お
け
る
発
達
障
害
療
育
相
談
、

私
立
幼
稚
園
に
お
け
る
発
達
障
害
児
の
受
入
促
進
、
民
間
保
育
所
に
お
け
る
発
達
障
害
児
の
受
入
拡
充
、
発
達
障
害
児
の
療
育

支
援
、
発
達
障
害
児
に
対
す
る
療
育
手
帳
の
交
付
、
保
育
所
等
に
お
け
る
発
達
障
害
巡
回
相
談
が
、
さ
ら
に
は
「
就
学
サ
ポ
ー
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ト
連
携
推
進
事
業
」「
学
校
生
活
支
援
教
員
の
配
置
」
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

五　

児
童
虐
待
の
顕
在
化
と
社
会
的
養
護
へ
の
負
担
増

児
童
相
談
所
に
お
け

る
虐
待
相
談
の
増
加

児
童
相
談
所
で
対
応
す
る
相
談
は
、「
養
護
相
談
」「
保
健
相
談
」「
障
害
相
談
」「
非
行
相
談
」「
育
成

相
談
」「
そ
の
他
」
に
分
類
さ
れ
て
き
た
。
虐
待
な
ど
不
適
切
な
養
育
に
関
す
る
相
談
は
従
来
か
ら
「
養

護
相
談
」
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
が
、
平
成
二
年
度
よ
り
、「
虐
待
相
談
」
だ
け
を
単
独
に
取
り
出
し
て
集
計
・
公
表
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。
平
成
二
年
度
の
全
国
に
お
け
る
児
童
虐
待
相
談
対
応
件
数
は
一
一
〇
一
件
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
件
数
は
増
加
し

続
け
、
七
年
度
か
ら
十
七
年
度
ま
で
に
、
二
七
二
二
件
、
四
一
〇
二
件
、
五
三
五
二
件
、
六
九
三
二
件
、
一
万
一
六
三
一
件
、

一
万
七
七
二
五
件
、
二
万
三
二
七
四
件
、
二
万
三
七
三
八
件
、
二
万
六
五
六
九
件
、
三
万
三
四
〇
八
件
、
三
万
七
三
二
三
件
と

推
移
す
る
。
平
成
七
年
度
の
相
談
対
応
件
数
を
基
準
と
す
る
と
、
こ
の
一
一
年
間
で
約
一
三
・
七
倍
に
増
加
し
て
い
る
。

　
こ
の
期
間
に
お
け
る
養
護
相
談
対
応
件
数
（
全
国
・
兵
庫
県
・
神
戸
市
）、
こ
の
う
ち
虐
待
相
談
対
応
件
数
（
全
国
・
兵
庫
県
・

神
戸
市
）
の
推
移
を
相
談
内
容
の
種
類
別
に
見
て
み
る
。
養
護
相
談
に
占
め
る
虐
待
相
談
の
比
率
（
全
国
）
が
こ
の
一
〇
余
年

で
一
〇
％
程
度
か
ら
四
〇
％
以
上
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
、
平
成
七
年
度
の
虐
待
相
談
対
応
件
数
を
基
準
と
す
る
と
十
七
年
度

の
件
数
は
約
一
二
・
七
倍
に
な
っ
て
い
る
こ
と
（
全
国
）
が
分
か
る
。
ま
た
、
種
類
別
（
全
国
）
で
は
、
い
ず
れ
も
増
加
し
て

い
る
も
の
の
、
そ
の
増
加
率
に
は
違
い
が
あ
り
、
平
成
九
年
度
の
件
数
を
基
準
と
す
る
と
、
身
体
的
虐
待
が
約
五
・
三
倍
、
養

育
の
放
棄
・
怠
慢
が
約
七
・
二
倍
、
性
的
虐
待
が
約
三
・
四
倍
、
心
理
的
虐
待
が
約
一
二
・
七
倍
と
な
っ
て
お
り
、
心
理
的
虐

待
の
相
談
対
応
件
数
の
増
加
が
顕
著
で
あ
る
。
平
成
十
二
年
度
以
降
の
増
加
が
顕
著
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
十
一
年
三
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月
に
、
児
童
相
談
所
な
ど
の
専
門
機
関
が
虐
待
事
例
に
適
切
に
対
す
る
た
め
、
支
援
段
階
別
及
び
事
例
の
特
徴
別
に
整
理
し
た

「
子
ど
も
虐
待
対
応
の
手
引
き
」
が
厚
生
省
か
ら
通
知
さ
れ
た
こ
と
、
十
二
年
十
一
月
に
施
行
さ
れ
た
「
児
童
虐
待
の
防
止
等

に
関
す
る
法
律
」
に
お
い
て
、
Ｄ
Ｖ
（
配
偶
者
に
対
す
る
暴
力
）
が
心
理
的
虐
待
に
加
え
ら
れ
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
。
県
に

お
い
て
は
、
身
体
的
虐
待
と
養
育
の
放
棄
・
怠
慢
に
関
す
る
相
談
対
応
が
平
成
十
一
年
度
か
ら
、
心
理
的
虐
待
に
関
す
る
相
談

対
応
が
十
三
年
度
か
ら
増
加
し
て
い
く
が
、
神
戸
市
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
傾
向
は
そ
れ
ほ
ど
明
確
に
見
ら
れ
な
い
。

　
児
童
相
談
所
に
お
け
る
相
談
対
応
件
数
は
、
実
際
に
虐
待
で
あ
る
と
確
認
さ
れ
た
認
知
件
数
と
は
異
な
る
も
の
の
、
相
談
件
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数
の
増
加
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
児
童
相
談
所
の
マ
ン
パ
ワ
ー
の
充
実
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
時
期
の
県
内
四
カ

所
に
お
け
る
専
任
職
員
数
（
非
常
勤
職
員
、
臨
時
職
員
等
を
除
く
）
を
み
る
と
、
平
成
七
年
度
で
は
、
中
央
児
童
相
談
所
四
六
名
、

西
宮
児
童
相
談
所
三
三
名
、
姫
路
児
童
相
談
所
二
四
名
、
豊
岡
児
童
相
談
所
一
七
名
で
あ
っ
た
も
の
が
、
十
七
年
度
に
な
る
と
、

中
央
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
（
十
年
度
に
児
童
相
談
所
か
ら
改
称
）
五
五
名
、
西
宮
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
四
二
名
、
姫
路
こ
ど

も
家
庭
セ
ン
タ
ー
二
六
名
、
豊
岡
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
一
六
名
と
な
っ
て
い
る
。
図
84
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
よ
う
に
、
県

に
お
け
る
虐
待
相
談
対
応
件
数
が
、
平
成
七
年
度
か
ら
十
七
年
度
に
か
け
て
約
九
・
八
倍
に
増
え
て
い
る
一
方
で
、
児
童
相
談

所
の
ス
タ
ッ
フ
の
増
員
は
、
中
央
と
西
宮

で
は
明
確
に
見
ら
れ
て
い
る
が
、
姫
路
と

豊
岡
で
は
ほ
ぼ
横
ば
い
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

相
談
対
応
件
数
の
地
域
差
に
対
応
し
た
結

果
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

社
会
的

養
護

虐
待
を
中
心
と
し
た
養
護
相

談
が
増
加
す
る
と
、
相
談
を

受
け
る
児
童
相
談
所
だ
け
で
な
く
、
そ
こ

に
併
設
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
多
い
一
時
保

護
所
や
一
時
保
護
委
託
先
、
さ
ら
に
は
、

一
時
保
護
が
終
わ
っ
た
後
の
子
ど
も
の
委
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託
先
、
す
な
わ
ち
社
会
的
養

護
を
担
う
里
親
や
施
設
等
に

も
負
荷
が
か
か
っ
て
い
く
。

　
そ
こ
で
、
平
成
七
年
か
ら

十
七
年
ま
で
の
里
親
へ
の
委

託
状
況
及
び
乳
児
院
・
養
護

施
設
へ
の
委
託
状
況
を
見
て

み
る
と
、
里
親
委
託
に
関
し

て
は
、
こ
の
一
一
年
間
に
、

全
国
に
お
い
て
も
県
に
お
い

て
も
、
委
託
さ
れ
る
児
童
数

が
、
一
旦
減
少
し
た
後
に
、

平
成
十
三
年
度
以
降
徐
々
に
増
加
し
て
い
る
。
全
国
で
は
平
成
十
四
年
度
以
降
に
各
年
度
と
も
前
年
度
か
ら
約
二
〇
〇
～
三
〇

〇
人
ず
つ
の
増
加
、
県
で
は
十
七
年
度
は
十
二
年
度
の
約
二
倍
と
な
っ
て
い
る
。

　
乳
児
院
へ
の
委
託
に
つ
い
て
入
所
児
童
数
を
見
る
と
、
平
成
七
年
か
ら
十
七
年
に
か
け
て
全
国
で
一
・
二
倍
、
県
で
一
・
四

倍
と
増
加
し
て
い
る
。
ま
た
、
児
童
養
護
施
設
へ
の
委
託
に
つ
い
て
入
所
児
童
数
を
見
る
と
、
平
成
七
年
か
ら
十
七
年
に
か
け

て
全
国
で
一
・
二
倍
、
県
で
一
・
三
倍
と
増
加
し
て
い
る
。
な
お
、
施
設
数
に
着
目
す
る
と
、
養
護
施
設
か
ら
名
称
が
変
わ
っ
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た
児
童
養
護
施
設
が
平
成
十
年
に
三
〇
カ
所
ほ
ど
増
加
し
て
い
る
が
、
乳
児
院
数
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。

　
以
上
か
ら
、
里
親
委
託
及
び
施
設
委
託
さ
れ
る
児
童
数
は
年
々
少
し
ず
つ
増
加
し
て
い
る
が
、
児
童
虐
待
に
関
す
る
相
談
対

応
数
の
増
加
に
比
べ
れ
ば
明
ら
か
に
少
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
相
談
対
応
の
全
て
が
実
際
に
虐
待
と
し
て
認
知
さ
れ
た
数
で
は
な

い
が
、
こ
う
し
た
状
況
か
ら
、
委
託
先
を
急
激
に
増
や
す
こ
と
が
い
か
に
難
し
い
か
が
う
か
が
え
る
と
同
時
に
、
委
託
先
が
増

や
せ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
以
前
で
あ
れ
ば
委
託
相
当
の
ケ
ー
ス
が
「
委
託
は
せ
ず
に
家
庭
復
帰
（
引
き
取
り
）」
と
な
る
危
険

性
が
伴
っ
て
き
た
と
言
え
よ
う
。

六　

青
少
年
問
題
の
多
様
化
・
複
雑
化
と
地
域
づ
く
り

少
年
に
よ
る

犯
罪
の
動
向

第
二
編
第
五
章
第
四
節
四
「
青
少
年
問
題
」
で
示
し
た
よ
う
に
、昭
和
五
十
八
年
の
「
少
年
非
行
第
三
の
ピ
ー
ク
」

（
検
挙
者
数
：
約
一
九
万
七
〇
〇
〇
人
）
以
降
、
刑
法
犯
で
検
挙
さ
れ
る
少
年
数
は
減
少
し
て
い
く
。

　
全
国
の
刑
法
犯
少
年
数
に
つ
い
て
は
、
平
成
七
年
の
約
一
五
万
人
が
十
年
に
は
約
一
八
万
四
〇
〇
〇
人
に
増
加
し
て
い
き
、

そ
の
後
増
減
を
繰
り
返
し
な
が
ら
十
七
年
に
は
約
一
四
万
四
〇
〇
〇
人
に
落
ち
着
い
て
い
く
。
ま
た
、
特
別
法
犯
（
道
路
交
通

法
違
反
、
覚
醒
剤
取
締
法
違
反
、
売
春
防
止
法
違
反
な
ど
）
の
少
年
数
に
つ
い
て
は
、
平
成
七
年
の
約
一
万
人
が
、
十
七
年
に
は
約

五
六
〇
〇
人
と
ほ
ぼ
半
減
し
て
い
る
。
ま
た
、
ぐ
犯
少
年
（
一
定
の
不
良
行
為
を
行
い
、
将
来
罪
を
犯
す
お
そ
れ
の
あ
る
二
十
歳
未
満

の
少
年
で
、
家
庭
裁
判
所
の
審
判
に
付
さ
れ
る
）
数
に
つ
い
て
は
、
平
成
七
年
以
降
徐
々
に
増
加
し
て
い
き
、
十
三
年
及
び
十
四
年

に
一
〇
〇
〇
人
を
超
え
る
も
の
の
、
そ
れ
以
降
は
八
〇
〇
人
、
九
〇
〇
人
台
へ
と
減
少
し
て
い
る
。
県
に
お
い
て
も
、
こ
の
時

期
、
刑
法
犯
少
年
数
に
つ
い
て
は
、
平
成
七
年
の
約
七
〇
〇
〇
人
が
十
年
に
は
約
一
万
人
に
増
加
し
て
い
き
、
そ
の
後
増
減
を
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繰
り
返
し
な
が
ら
十
七
年
に
は
約
八
〇
〇

〇
人
に
落
ち
着
い
て
い
く
。
ま
た
、
特
別

刑
法
犯
少
年
数
、
ぐ
犯
少
年
数
に
関
し
て

は
、
平
成
十
年
ま
で
増
加
し
、
こ
の
年
を

ピ
ー
ク
に
そ
の
後
は
増
減
を
繰
り
返
し
な

が
ら
緩
や
か
に
減
少
し
て
い
く
と
い
う
傾

向
が
読
み
取
れ
る
。

　
全
国
の
刑
法
犯
検
挙
者
に
占
め
る
少
年

の
比
率
が
五
〇
％
以
上
の
罪
種
名
を
見
て

い
く
と
、
平
成
七
年
で
は
、
恐
喝
、
凶
器

準
備
集
合
、
窃
盗
、
横
領
、
盗
品
譲
受
け

等
と
住
居
侵
入
で
あ
り
、
十
二
年
で
は
、
恐
喝
、
凶
器
準
備
集
合
、
窃
盗
、
横
領
、
盗
品
譲
受
け
等
で
あ
り
、
十
七
年
で
は
、

凶
器
準
備
集
合
、
住
居
侵
入
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
期
間
、
恐
喝
、
窃
盗
、
横
領
が
少
年
に
特
徴
的
な
犯
罪
で
は
な
く
な
っ
て

い
く
傾
向
が
見
ら
れ
た
反
面
、
凶
器
準
備
集
合
罪
（
二
人
以
上
の
者
が
他
人
に
対
し
て
害
を
加
え
る
目
的
で
凶
器
を
準
備
し
た
場
合
等

に
成
立
す
る
罪
）
及
び
住
居
侵
入
は
、
そ
の
比
率
は
若
干
減
少
す
る
も
の
の
少
年
特
有
の
犯
罪
で
あ
る
と
言
え
る
。
一
方
で
、

殺
人
及
び
詐
欺
は
、
少
年
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
犯
罪
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
な
基
準
（
少
年
が
占
め
る
割
合
を
四
〇
％
以
上
）

で
県
に
つ
い
て
見
て
い
く
と
、
平
成
七
年
で
は
恐
喝
、
窃
盗
、
放
火
、
十
二
年
で
は
強
盗
、
恐
喝
、
窃
盗
、
十
七
年
で
は
、
恐
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喝
、
窃
盗
と
な
る
。
恐
喝
と
窃
盗
が
一
貫
し
て
兵
庫
の
少
年
に
多
く
見
ら
れ
る
犯
罪
で
あ
る
も
の
の
、
全
刑
法
犯
に
占
め
る
少

年
の
割
合
は
、
こ
の
時
期
、
小
さ
く
な
っ
て
い
る
こ
と
も
看
取
で
き
る
。

特
異
な
少
年

事
件
の
発
生

少
年
に
よ
る
非
行
は
統
計
上
あ
る
程
度
の
落
ち
着
き
を
見
せ
る
も
の
の
、
一
九
九
〇
年
前
後
か
ら
、
少
年
に

よ
る
特
異
な
殺
人
等
の
事
件
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
九
〇
年
代
に
入
っ
て
起
き
た
二
つ
の
事
件
─

千
葉
県
市
川
市
で
一
家
四
人
が
犠
牲
と
な
っ
た
強
盗
殺
人
・
強
盗
強
姦
等
の
事
件
（
平
成
四
年
）、
関
西
と
中
部
で
起
き
た
連
続

リ
ン
チ
殺
人
事
件
（
六
年
）
─
で
は
、
加
害
者
の
中
に
、
戦
後
初
の
死
刑
囚
と
な
っ
た
少
年
も
含
ま
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
少
年
に
よ
る
特
異
な
殺
人
等
の
事
件
は
、平
成
十
七
年
ま
で
に
も
次
々
と
起
こ
る
が
、私
た
ち
の
記
憶
に
強
く
残
っ

て
い
る
も
の
だ
け
を
挙
げ
て
も
、
山
口
・
男
子
学
生
殺
害
致
死
事
件
（
八
年
）、
神
戸
連
続
児
童
殺
傷
事
件
（
九
年
）、
光
市
母

子
殺
害
事
件
（
十
一
年
）、
西
鉄
バ
ス
ジ
ャ
ッ
ク
事
件
（
十
二
年
）、
岡
山
金
属
バ
ッ
ト
母
親
殺
害
事
件
（
十
二
年
）、
大
分
一
家

六
人
殺
傷
事
件
（
十
二
年
）、
歌
舞
伎
町
ビ
デ
オ
店
爆
破
事
件
（
十
二
年
）、
河
内
長
野
市
家
族
殺
傷
事
件
（
十
五
年
）、
佐
世
保

小
六
女
児
同
級
生
殺
害
事
件
（
十
六
年
）、
飯
舘
村
出
会
い
系
サ
イ
ト
強
盗
致
傷
事
件
（
十
七
年
）
な
ど
が
あ
る
。

　
前
記
の
う
ち
、
神
戸
連
続
児
童
殺
傷
事
件
は
、
兵
庫
県
民
・
神
戸
市
民
に
極
め
て
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
と
同
時
に
、
こ
れ

ま
で
何
度
も
検
討
さ
れ
て
き
た
少
年
法
の
改
正
論
議
を
再
燃
さ
せ
る
契
機
の
一
つ
と
な
っ
た
。
平
成
十
二
年
に
改
正
さ
れ
た
少

年
法
（
十
三
年
四
月
よ
り
施
行
）
で
は
、
刑
事
罰
対
象
の
年
齢
が
「
十
六
歳
以
上
」
か
ら
「
十
四
歳
以
上
」
に
引
き
下
げ
ら
れ
る

と
と
も
に
、
十
六
歳
以
上
の
重
大
犯
罪
に
関
し
て
は
、
そ
れ
を
原
則
と
し
て
逆
送
（
悪
質
な
事
件
の
場
合
に
、
少
年
を
刑
事
処
分
に

付
す
べ
く
家
庭
裁
判
所
が
検
察
官
に
事
件
を
逆
に
戻
す
手
続
き
）
す
る
と
定
め
ら
れ
た
。
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家
庭
内
暴
力
・

学
校
内
暴
力

こ
の
時
期
に
起
き
た
家
庭
内
に
お
け
る
少
年
に
よ
る
暴
力
、
学
校
内
に
お
け
る
少
年
に
よ
る
暴
力
の
動
向
を

整
理
す
る
。

　
警
察
が
関
わ
っ
た
全
国
の
家
庭
内
暴
力
の
総
件
数
は
、
平
成
七
年
を
基
準
と
す
る
と
十
七
年
に
は
約
一
・
八
倍
に
増
加
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
暴
力
に
よ
っ
て
被
害
を
受
け
て
い
る
対
象
の
約
六
〇
％
は
母
親
と
な
っ
て
い
る
。
父
親
が
被
害
者
と
な

る
比
率
が
一
〇
％
程
度
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
家
庭
内
で
接
触
す
る
こ
と
が
多
く
体
力
・
腕
力
の
弱
い
女
性
で
あ
る
母
親
が
少
年

に
よ
る
攻
撃
の
対
象
と
な
り
や
す
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
全
国
の
学
校
内
暴
力
の
総
件
数
は
、
平
成
七
年
度
を
基
準
と
す
る
と
十
七
年
度
に
は
約
三
・
八
倍
に
増
加
し
て
い
る
。
特
に
、

平
成
九
年
度
か
ら
は
、
小
学
校
に
お
け
る
暴
力
件
数
も
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
の
年
度
か
ら
中
学
校
・
高
等

学
校
に
お
け
る
暴
力
件
数
も
徐
々
に
増
え
て
い
く
。
こ
の
年
度
以
降
、
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
そ
れ
ぞ
れ
が
総
発
生
件

数
に
占
め
る
比
率
に
大
き
な
変
動
は
な
い
が
、
件
数
の
増
減
に
着
目
す
る
と
、
平
成
十
四
年
度
以
降
中
学
校
・
高
等
学
校
は
微

減
し
て
い
る
の
に
対
し
、
小
学
校
は
増
加
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
県
内
の
学
校
内
暴
力
の
総
発
生
件
数
は
、
平
成
十
三
年
以
降

少
し
ず
つ
減
っ
て
い
く
が
、
こ
れ
に
対
応
し
て
警
察
に
検
挙
さ
れ
た
校
内
暴
力
数
も
徐
々
に
減
少
し
て
い
る
。

不
登
校
児
童
生
徒
の
推
移

と
引
き
こ
も
り
へ
の
支
援

平
成
七
年
か
ら
十
七
年
の
時
期
に
、
全
児
童
数
が
全
国
に
お
い
て
約
一
四
％
減
、
全
生
徒
数
が
全

国
に
お
い
て
約
二
一
％
減
と
い
う
状
況
の
中
、
同
じ
期
間
に
全
国
の
不
登
校
児
童
数
が
約
三
七
％

増
（
出
現
率
で
は
一
〇
〇
〇
人
当
た
り
二
・
〇
人
か
ら
三
・
二
人
に
増
加
）、
不
登
校
生
徒
数
が
約
五
三
％
増
（
同
一
四
・
二
人
か
ら
二
七
・

五
人
に
増
加
）
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
不
登
校
の
問
題
は
こ
の
時
期
に
更
に
深
刻
化
し
た
と
言
え
る
。

　
こ
う
し
た
不
登
校
児
童
生
徒
の
う
ち
、そ
の
一
部
は
ひ
き
こ
も
り
の
状
態
に
移
行
す
る
と
言
わ
れ
て
お
り
、こ
の
問
題
は
徐
々
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に
社
会
的
な
関
心
を
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ

て
い
た
。
こ
う
し
た
不
登
校
児
童
生
徒

及
び
ひ
き
こ
も
り
者
へ
の
支
援
の
必
要

性
は
県
内
に
お
い
て
こ
の
時
期
か
ら
十

分
に
認
識
さ
れ
て
お
り
、
五
年
に
は
、

山
崎
町
（
現
宍し

そ
う粟

市
）
に
「
県
立
山
の

学
校
」
が
、
六
年
に
は
、
神
戸
市
西
区

に
「
県
立
神
出
学
園
」
が
、
そ
し
て
八

年
に
は
、山
東
町
（
現
朝あ

さ
来ご

市
）
に
「
県

立
但
馬
や
ま
び
こ
の
郷
」
が
相
次
い
で

創
設
さ
れ
た
（「
県
立
山
の
学
校
」
等
に

つ
い
て
は
第
八
章
第
二
節
二
「
学
校
教
育
の
課
題
解
決
に
向
け
て
」
参
照
）。

七　

青
少
年
の
健
全
育
成

阪
神
・
淡
路
大
震
災
、
神
戸
連
続
児

童
殺
傷
事
件
と
青
少
年
の
心
の
ケ
ア

平
成
七
年
一
月
に
起
き
た
阪
神
・
淡
路
大
震
災
は
県
民
の
あ
ら
ゆ
る
生
活
部
面
に
深
刻
な

影
響
を
及
ぼ
し
た
が
、
被
災
者
の
「
心
の
問
題
」
も
惹
起
し
た
。
青
少
年
も
そ
の
例
外
で

は
な
く
、
子
ど
も
た
ち
へ
の
「
心
の
ケ
ア
」
が
喫
緊
の
課
題
と
な
る
。
兵
庫
県
青
少
年
本
部
は
、
い
ち
早
く
被
災
青
少
年
を
対
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象
と
し
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
へ
の
助
成
な
ど
（
平
成
七
年
）
を
開
始
し
、
そ
の
後
も
、
青
少
年
や
団
体
の
交
流
・
研
修
の
場

と
し
て
の
「
青
少
年
交
流
プ
ラ
ザ
」
の
開
設
、
青
少
年
団
体
な
ど
の
若
手
中
堅
リ
ー
ダ
ー
を
対
象
と
し
た
「
青
少
年
活
動
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
養
成
研
修
」
の
実
施
、
被
災
し
た
子
ど
も
た
ち
へ
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
行
う
「
ユ
ー
ス
サ
ポ
ー
ト
隊
」「
す
こ

や
か
活
動
隊
（
高
校
生
・
大
学
生
な
ど
）」
の
組
織
化
（
い
ず
れ
も
八
年
）、「
青
少
年
を
守
り
育
て
る
県
民
ス
ク
ラ
ム
運
動
」
の
推

進
（
九
年
）
と
、
次
々
に
青
少
年
へ
の
支
援
を
展
開
し
た
。

　
ま
た
、
こ
の
震
災
に
よ
っ
て
保
護
者
を
失
っ
た
子
ど
も
た
ち
の
心
の
ケ
ア
を
主
な
目
的
と
し
て
、
あ
し
な
が
育
英
会
（
本
部

は
東
京
）
が
神
戸
市
東
灘
区
に
建
設
し
た
「
レ
イ
ン
ボ
ー
ハ
ウ
ス
」
に
よ
る
支
援
活
動
が
平
成
十
一
年
一
月
に
ス
タ
ー
ト
し
て

い
る
。

　
加
え
て
、
平
成
九
年
二
月
～
五
月
に
神
戸
市
須
磨

区
で
起
き
た
神
戸
連
続
児
童
殺
傷
事
件
は
、
犯
人
が

中
学
生
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
こ
の
犯
罪
の
特
異
性
・

残
忍
性
か
ら
社
会
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。
こ
の

事
件
も
ま
た
思
春
期
・
青
年
期
の
「
心
の
問
題
」
を

惹
起
し
対
応
策
が
様
々
に
議
論
・
実
施
さ
れ
て
い
っ

た
。

　
県
で
は
、
教
育
の
基
調
を
「
教
え
る
」
か
ら
「
育

む
」
へ
と
移
し
、
心
の
教
育
の
充
実
を
図
る
た
め
に

写真141　�青少年を守り育てる県民スクラム運動

写真 142　�レインボーハウス（あしなが育英会
提供）
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中
学
生
を
対
象
と
し
た
「
ト
ラ
イ
や
る
・
ウ
ィ
ー
ク
」
推
進
事
業
が
平
成
十
年
度
か
ら

開
始
さ
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
兵
庫
県
青
少
年
本
部
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
の
青
少
年
育
成
の
指
針
で

あ
っ
た
「
兵
庫
県
青
少
年
憲
章
」（
昭
和
五
十
八
年
制
定
）
の
見
直
し
が
図
ら
れ
、「
自
尊・

自
立
」「
協
力
・
公
正
」「
思
い
や
り
」「
寛
容
・
共
生
」「
畏
敬
」「
創
造
」
と
い
う
六

つ
の
理
念
を
柱
と
す
る
「
ひ
ょ
う
ご
青
少
年
憲
章
」
が
平
成
十
二
年
に
新
た
に
制
定
さ

れ
る
と
と
も
に
、
学
校
週
五
日
制
の
完
全
導
入
に
併
せ
た
「
ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
・
子
ど

も
・
い
き
い
き
体
験
」
事
業
（
十
四
年
）、
若
者
の
居
場
所
づ
く
り
と
し
て
の
「
若
者
ゆ

う
ゆ
う
広
場
」
事
業
（
十
六
年
）
を
開
始
し
た
。

　
こ
の
「
若
者
ゆ
う
ゆ
う
広
場
」
は
、
地
域
の
中
・
高
校
生
な
ど
十
代
の
若
者
が
、
学
校
帰
り
な
ど
に
気
軽
に
立
ち
寄
り
、
集

ま
っ
た
仲
間
た
ち
と
の
ん
び
り
お
し
ゃ
べ
り
な
ど
を
楽
し
む「
た
ま
り
場
活
動
」を
ベ
ー
ス
に
、音
楽
や
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
の「
サ
ー

ク
ル
活
動
」
や
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
」
な
ど
、
自
分
が
や
り
た
い
こ
と
に
思
い
き
り
・
の
び
の
び
と
取
り
組
め
る
場
所
と
し

て
開
設
さ
れ
、
平
成
十
五
年
度
か
ら
十
七
年
度
ま
で
の
箇
所
数
は
、
一
〇
、
二
〇
、
三
〇
と
着
実
に
増
加
し
て
い
く
。
前
述
し

た
「
ま
ち
の
子
育
て
ひ
ろ
ば
」「
子
ど
も
の
冒
険
ひ
ろ
ば
」
と
併
せ
て
「
子
育
て
三
ひ
ろ
ば
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
県

に
お
け
る
子
ど
も
の
健
全
育
成
の
推
進
に
大
き
く
寄
与
す
る
取
組
と
な
っ
て
い
っ
た
。

写真 143　�若者ゆうゆう広場（兵庫県青少年本
部提供）
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